
 御利用にあたりまして 
 

コテージの使用に際しまして、下記事項に該当する 

場合、違約金もしくは弁償をご請求いたします。 

マナーを守って、コテージをきれいに御利用下さい。 

 

1.コテージの室内外を汚したままで、片付け・清掃を

しないでお帰りになった場合。 

2.オネショやペットの不始末で寝具やカーペット等 

 を汚した場合。 

2.寝具やカーペット等を水・飲物等で濡らしてしまっ

た場合。 

3.備品・設備などを破損・紛失・焼失した場合。 

4.貸出品などを所定の場所に戻さず、コテージ内外に

おいたままでお帰りになった場合。 

5.ゴミや不用品をコテージ内外に放置してお帰りに 

なった場合。 

6.備品・貸出品などを無断で持ち帰った場合。 

7.お客様の不注意や過失等でコテージが使用できな 

くなった場合 

8.午後 10 時以降に騒いだり、大声を出したりして、

周りのお客様に迷惑をかけた場合。 

9.コテージの宿泊規約に反した行為を行ったり、損害 

 を与えた場合。 
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